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無償化対象児童に係る請求明細書の作成方法について（通知） 

 

日頃より本市の障害福祉行政の推進に多大なるご理解、ご協力をいただき厚くお礼

申し上げます。 

さて、このことについて、就学前障害児の発達支援無償化に係る認定手続きの簡素

化対応として、無償化対象児童における受給者証に係る利用者負担額が表示されない

ように改修が行われております。本改正に対応する請求明細書の作成方法について、

厚生労働省より示されましたのでお知らせします。 

 

１ 請求に際して 

  電子請求で作成する請求明細書について、「利用者負担上限月額①」には、 

  「０」を設定してください。 

 

２ 重度の警告について 

  １の内容で請求いただくと、警告（重度）が発生する可能性がありますが、本 

件で請求を否決することはございません。 

    

  【警告内容】 

  エラーコード：ＥＧ３７ 

▲資格：利用者負担上限月額が障害児支援受給者台帳の「利用者負担上限月額 

情報・利用者負担上限月額と一致していません。 

 

 

 

                      ≪問い合わせ先≫ 

 相模原市 地域包括ケア推進部 

高齢・障害者支援課 障害認定・給付班 

電話：０４２－７６９－８２７２ 

 



※特例障害児通所給付費等明細書も同様

障害児通所給付費・入所給付費等明細書（※）の記載における変更点

(様式第二)

注．　当該給付決定に係る障害児が児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）第24条第３号に定める無償化対象通所児童又は同令第27条の2

第3号に定める無償化対象入所児童である場合は、「利用者負担上限月額①」欄は空白のままとする。
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